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は じ め に 

 

平成２６年広島土砂災害では、広島市安佐南区八木・緑井・山本および安佐北区可部を中心に線

状降水帯が発生し、同時多発的に大規模な土石流が１６６か所発生、７４人の尊い命が失われまし

た。 

また、平成３０年７月豪雨災害では、前線や台風 7 号の影響により、西日本を中心に広い範囲で

記録的な大雨となり、各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、１府１３県で２００人を超える死者・

行方不明者が発生するなど甚大な被害が発生しました。特に、広島県内では１９市町で被災し、２

１か所で災害ボランティアセンターが設置運営されました。 

また、平成２８年熊本地震や令和６年能登半島地震など、最大震度７を記録する大きな地震も頻

発しています。 

今日、大規模な災害が起こった場合、「被災者主体」の考えのもと、１日も早い復興を目指し、被

災者の生活を支援していく力として、被災地域に市町災害ボランティアセンターが立ち上げられ、

全国各地から被災者支援のためにボランティアが訪れるようになっています。 

そうした中、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体（社会福祉法第１０９条、第１１０条）

で、住民の生活支援、住民相互が支えあうコミュニティづくりを役割とする公共的な民間団体であ

る廿日市市社会福祉協議会としても、ボランティアセンター機能を活かし、市域での災害発生時に

は、その被災状況により被災地域や被災者への効果的な生活支援活動を行なっていくため、「廿日市

市被災者生活サポートボランティアセンター」を設置します。 

しかしながら、効果的な被災者支援を進めていくためのボランティア活動や災害ボランティアセ

ンター運営には、市域又は県域の関係機関・団体等や全国のＮＰＯ等からの支援が不可欠であり、

被災者支援にはこうした関係するすべての人の「協働」が大変重要になります。 

災害時にその使命を十分に果たせるよう、廿日市市社会福祉協議会として、このマニュアルに基

づいた想定による取組みをはじめ、防災・減災に向けた取組みを重ねながら、必要に応じて内容の

修正・更新を図り、改訂版は、廿日市市社会福祉協議会のホームページに随時掲載しています。 

緊急時にそれぞれの機関・団体がどう働くかをお互いに確認いただき、被災地域・被災者への効

果的な生活支援活動が行えるよう努めていただきたいと思います。 
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(1) 廿日市市被災者生活サポートボラネットとは 

「廿日市市被災者生活サポートボラネット」とは、廿日市市内で大規模な災害が発生した際に、

被災された人の生活をサポートする被災者生活サポートボランティア活動を総合的に調整するネ

ットワーク組織です。 

いざという時に備えて廿日市市社会福祉協議会では、平常時から市内の関係機関・団体が協働す

る「被災者生活サポートボラネット推進会議」を設置して、災害時に被災者を速やかにサポートで

きる体制づくりを行なっています。 

また、必要に応じて広島県や広島県社会福祉協議会、日本赤十字社広島県支部、広島県共同募金

会をはじめとする広島県被災者生活サポートボラネットに後方支援を要請し、人材、財源を確保し

ます。 

特に、避難行動要支援者等への支援についても、このネットワークを活かして積極的に取り組み

ます。 

 

 

   

(2) 被災者生活サポートボランティア活動とは 

全国的には「災害ボランティア活動」という名称で使われていますが、被災者の生活支援を第一

に考え、「生活をサポートする」という幅広い視点に立ち、広島県では「被災者生活サポートボラン

ティア活動」と呼んでいます。 

 

 

 

 

なお、本マニュアル中の用語の内、次の囲みに記載しているものにつきましては、これ以降、簡易標

記いたします。 

 

社会福祉協議会 → 社協 

廿日市市被災者生活サポートボランティアセンター → 市サポートＶＣ 

広島県被災者生活サポートボランティアセンター → 県サポートＶＣ 

被災者生活サポートボランティア活動 → ボランティア活動 

廿日市市被災者生活サポートボラネット → 市ボラネット 

広島県被災者生活サポートボラネット → 県ボラネット 

廿日市市総合健康福祉センター→ あいプラザ 

（山崎本社みんなのあいプラザ）  

 

  

「被災者生活サポートボランティア活動」は、災害によって被災した地域・市民に寄り添い

ながら、その生活再建に向けた支援を行う活動です。 

廿日市市被災者生活サポートボラネットは、災害時の「共助」（ボランティア活動）をすす

めるために協働する市域のネットワークです。 

１ 廿日市市被災者生活サポートボラネットとは 
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(3) 市ボラネットの体制 

災害時におけるボランティア活動の総合調整役を行う「市災害ＶＣ」の事務局は廿日市市社会福

祉協議会が担い、市ボラネットの構成機関・団体は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 市ボラネットの機能 

市ボラネットの機能を発揮するために、平常時から、市ボラネット構成機関・団体が、互いの特性

を活かしながら、被災地域支援に向けた動きと役割を明確にし、いざという時に情報の共有を行い、

支援体制を組み、迅速な支援につなげるための関係づくりに取り組みます。災害時には、迅速かつ効

果的に「情報」「人材」「資機材」の確保、「資金」の呼びかけを行います。 

 

(5) 市ボラネットと市行政との連携 

市行政は、廿日市市地域防災計画に基づき、被災地域におけるボランティア活動を行うボランテ

ィアの受入れ等に関する窓口を設け、次の内容について連携します。 

ア ボランティア団体等の受け入れ 

イ ボラネットの活動拠点及び資機材の提供 

ウ 災害情報等の提供 

エ ボランティアとの連携・協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廿日市市（危機管理課・地域振興課・健康福祉総務課） 

廿日市市町内会連合会             廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 

日本赤十字広島看護大学            廿日市市国際交流協会 

廿日市商工会議所               自主防災組織 

廿日市市民生委員児童委員協議会        ささえ愛ネットはつかいち 

大野区長連合会                廿日市市防災士会 

ＦＭはつかいち                廿日市市シルバー人材センター 

生協ひろしま                 廿日市市社協（事務局） 

（全１４団体：令和６年５月現在） 
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(6) 市ボラネットによる被災地支援のフローチャート 
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応援職員派遣 

市ボラネット 
（事務局：廿日市市社協） 

関係機関・団体等 

◆廿日市市 

◆廿日市市町内会連合会 

◆廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 

◆日本赤十字広島看護大学 

◆廿日市市国際交流協会 

◆廿日市商工会議所 

◆自主防災組織 

◆廿日市市民生委員児童委員協議会 

◆ささえ愛ネットはつかいち 

◆大野区長連合会 

◆廿日市市防災士会 

◆ＦＭはつかいち 

 ◆廿日市市シルバー人材センター 

◆生協ひろしま 

・平常時からのネットワーク 

・災害時の情報収集 

・人材の調整、確保、協力要請 

・資機材、資金の調達 

・災害支援に備えた体制づくり 

 

市ボラネット 

推進会議 

市災害ＶＣ 

情
報
共
有
・
運
営
支
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

派 
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その他の関係機関・団体 

情
報
共
有 

応
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協力団体等 

◆ライオンズクラブ 

県
ボ
ラ
ネ
ッ
ト
（
事
務
局
：
広
島
県
社
協
） 
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１ 平常時の取組み 

(1) 市ボラネット推進会議の開催 

被災者への生活サポート活動を行うための連絡調整の場として定期的に開催し、平常時から災害

時における必要な役割と動きについて共有します。また、関係機関・団体による災害に備えた取組

みや最新の情報に基づき、災害時にネットワークを組んで被災者支援にあたる仕組みづくりを行な

っています。 

 

平常時 

開 催 日 定期的（年１回以上） 

開 催 場 所 あいプラザ 

参 集 メ ン バ ー 
ア 市ボラネット推進会議の構成機関・団体 

イ 事務局が必要と判断した支援に関わる関係機関・団体 

協 議 内 容 
ア 災害時の必要な役割と動き 

イ 関係機関・団体の情報共有 

 

(2) 人材の確保・養成 

 ア 市民の防災・減災への啓発 

(ｱ) 災害時に地域住民の互助を進める研修の支援 

(ｲ) 小地域における各種マップ(避難活動要支援者マップ・防災マップ等)作成研修の支援 

 イ 行政・関係機関等との協働体制づくり 

(ｱ) ボランティア活動に関する研修会の実施 

 

(3) 関係機関・団体等との協働体制づくり 

ア 市サポートＶＣシミュレーションの実施 

イ 市サポートＶＣ運営に係るマニュアルの整備 

ウ その他の関係機関・団体とのネットワークづくり 

(ｱ) 必要に応じ、災害時に必要な協定の締結を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市ボラネットの具体的な取組み 
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２ 市サポートＶＣを開設する場合 

 

支援時期 緊急支援期 
～発災から７２時間～ 

運営期 
～ＶＣ立上げから運営～ 

生活復興期 

考えられる

被災ニーズ 

 ・ライフラインが確保で
きない 

・瓦礫を撤去して欲しい 
・家が崩れて片付けられ
ない 

・避難生活でストレスに
なる 

・生活用品等が無い 
・仮設住宅への引越がで
きない 

・買い物に行けない 
・病院に行けない 
・サロンが開催されず、話
し相手がいない 

・子どもにストレスが溜
まっている 

想定される

ボラネット

の活動 

・現地調査 
・市、広島県社協、各種団
体との連携 

・救援物資の整理及び搬入 
・給水、配食活動 

・現地確認 
・市、広島県社協、各種団
体との連携 

・安否確認 
・瓦礫の片付け  
・家の片付け 
・仮設住宅への引越  
・支援物資の配布 

・生活ニーズの対応 
・情報提供 
・サロン等、イベントの開    
 催 
・見守り活動 

 

(1) 緊急支援期の取組み～発災から 72 時間(3 日) 

ア 市ボラネット事務局の設置 

イ 市ボラネットの動き 

(ｱ) 各関係機関・団体の情報集約（事務局がある廿日市市社協） 

ａ 提供内容／災害に関すること、被災状況に関すること、市ボラネット構成機関・団体、

その他関係機関・団体等の動きに関すること 

ｂ 提供者／市ボラネット推進会議構成機関・団体、その他関係機関・団体等 

ｃ 頻度／情報が集約できしだい 

ｄ 方法／各構成機関・団体、その他関係機関・団体等が自主的に市ボラネット事務局へメ

ール又は電話・ＦＡＸにより送信 

(ｲ) 市ボラネット推進会議の開催 

 

緊急時 

開 催 日 発災から３日以内 

開 催 場 所 

ア あいプラザ 

イ 考慮すべき要件等がある場合は、市ボラネット推進会議構成機関・

団体と調整の上、事務局において他の開催場所を決定 

参 集 メ ン バ ー 
ア 市ボラネット推進会議の構成機関・団体 

イ 事務局が必要と判断した支援に関わる関係機関・団体 

協 議 内 容 
ア 構成機関・団体が把握している被災状況の確認、共有 

イ 市サポートＶＣの運営や今後の方針、方向性等の確認 

   

 

・家屋の倒壊 

・ライフライン、

交通網の遮断 
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   (ｳ) 情報の収集（必要な情報とその収集先） 

事務局は、災害の基礎情報を事前に準備すると同時に、被災者支援に必要な情報を集約し

ます。 

ａ 廿日市市地域防災計画 

ｂ 避難行動要支援者台帳 

ｃ 防災関連法令集（災害対策基本法等） 

ｄ 構成機関・団体の防災業務計画や活動マニュアル（日本赤十字社・県ボラネット・広

島県社協） 

ｅ 災害データ集（災害基本データブック） 

ｆ 地図（市全体・住宅地図・その他必要なもの） 

ｇ 各種団体の名簿（可能な場合） 

※ 市ボラネット推進会議構成機関・団体は、それぞれの関係情報が更新される毎に、事務

局に提供することとします。 

(ｴ) 情報の発信 

ａ 廿日市市社協ホームページ・Facebook等の SNS  

(a) 名称／市ボラネット情報 

(b) 内容／市ボラネット、市サポートＶＣ設置、被災状況など 

ｂ 防災行政無線（市行政へ依頼） 

(a) 内容／市ボラネット、市サポートＶＣ設置、被災状況など 

ｃ チラシ等の紙媒体を配布（関係資料集活用） 

ｄ その他の広報媒体 

(ｵ) 人材の確保 

ａ 市ボラネット推進会議構成機関・団体へ人材の派遣協力願い 

ｂ その他の関係機関・団体等へ人材の派遣協力願い 

ウ 被災地域にむけた構成機関・団体等の想定される取組み 

(ｱ) 廿日市市社協（市ボラネット事務局） 

ａ 情報把握のため市災害対策本部へ職員の派遣 

ｂ 市災害対策本部と連携し、被災状況の確認（県ボラネットへ情報提供） 

ｃ 県サポートＶＣ職員（広島県社協）とともに現地調査 

(ｲ) 市 

ａ 廿日市防災計画に基づき従事 

ｂ 被害状況を把握し市災害対策本部の設置（市ボラネットへ情報提供） 

ｃ 被災支援チーム（班）編成 

ｄ 防災無線・安心安全メール等での情報発信 

ｅ 要援護者・避難者の安否確認、避難支援、見守り 

ｆ 一人暮らし高齢者の安否確認 

ｇ 避難所の設置・運営 

(ｳ) 市ボラネット推進会議構成機関・団体等（上記(ｱ)、(ｲ)を除く） 

ａ 各種団体は、所属会員・住民の安否確認 

ｂ 当該地域の被災状況や会員・住民の安否に関する情報把握及び提供 
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(2) 運営期の取組み～市サポートＶＣの設置から閉鎖～ 

ア 市ボラネットの動き 

(ｱ) 市ボラネット推進会議の開催 

ａ 開催の目安／事務局が必要と判断したとき 

ｂ 開催場所／市サポートＶＣを置くあいプラザ等 

ｃ 参集範囲／市ボラネット推進会議構成機関・団体、事務局が必要と判断した支援に関

わる関係機関・団体 

ｄ 内容／市ボラネット構成機関・団体等の支援の現状についての情報共有 

・被災者支援について 

・その他事務局が必要と判断したもの 

(ｲ) 情報の集約と発信 

(1)緊急支援期―(ｳ)及び(ｴ) 

(ｳ) 人材の確保（派遣） 

ａ 市ボラネット構成機関・団体へ人材の派遣協力願い 

ｂ その他の機関・団体へ人材の派遣協力願い 

(ｴ) 資機材の調整（調達） 

関係機関・団体へ資機材の調達協力願い 

(ｵ) 資金の調整（調達） 

関係機関・団体へ資金の調達協力願い 

イ 被災地域支援に向けた構成機関・団体等の想定される取組み 

(ｱ) 廿日市市社協（市ボラネット事務局） 

ａ 市サポートＶＣの運営 

ｂ 被災者支援ニーズ等の把握 

ｃ ボランティアと市行政・関係団体との仲介・調整 

ｄ ボランティア関連情報の収集・発信 

ｅ 応急仮設住宅における生活支援 

ｆ 避難所（一定期間安心して暮らせる場）の生活支援 

ｇ 備品の管理 

ｈ 救援物資の受け入れ、配分 

(ｲ) 市 

ａ 市サポートＶＣの運営支援（拠点・活動資機材・情報の提供） 

ｂ 指定避難所以外に避難した人の安否確認 

ｃ 被災者のニーズ把握 

ｄ 被災高齢者のニーズ把握 

ｅ 義援金の募金箱設置 

ｆ 義援金配分委員会の設置 

ｇ 協定を結んでいる事業所からの物資提供 

ｈ 防災倉庫にある物資の提供・貸出 

ｉ 救援物資の受け入れ、配分 

ｊ 福祉避難所のサポート 



8 

 

(ｳ) 廿日市市町内会連合会 

ａ 被災者のニーズ把握 

ｂ 市サポートＶＣの運営協力 

ｃ 他地域からの道案内 

(ｴ)廿日市市障がい福祉相談センター きらりあ 

ａ 被災障がい者のニーズ把握 

ｂ はつかいち福祉ねっと構成団体を通じた困りごとの集約 

ｃ 障がい者の相談窓口 

ｄ 被災障がい者の支援 

(ｵ) 日本赤十字広島看護大学 

ａ 物資の配給等の支援 

ｂ 市サポートＶＣの運営支援 

ｃ 専門的なボランティア 

ｄ 健康生活問題についての情報提供 

ｅ 福祉避難所のサポート 

ｆ 健康相談会の実施 

(ｶ) 廿日市市国際交流協会 

ａ 在住外国人の相談窓口 

ｂ やさしい日本語による情報提供 

ｃ 外国人コミュニティーへの支援 

ｄ 中国語・タガログ語・英語での情報提供 

(ｷ) 廿日市商工会議所 

ａ 物資・車両の提供 

ｂ 資機材調達 

ｃ 専門技術の提供 

ｄ 専門技術ボランティアと連携した活動 

(ｸ) 自主防災組織 

ａ 被災者のニーズ把握 

ｂ 物資の運搬 

ｃ 市サポートＶＣの運営協力 

ｄ 復旧支援 

(ｹ) 廿日市市民生委員児童委員協議会 

ａ 被災高齢者のニーズ把握 

ｂ 市サポートＶＣの運営協力 

(ｺ) ささえ愛ネットはつかいち 

ａ 被災者のニーズ把握 

ｂ 被災障がい者等のニーズ把握 

ｃ 市サポートＶＣの運営協力 

ｄ 被災障がい者等の支援 

ｅ 視覚・聴覚障がい者の支援 

ｆ 避難行動要支援者の避難所での支援 
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(ｻ) 大野区長連合会 

ａ 指定避難所以外に避難してきた人の安否確認 

ｂ 被災高齢者のニーズの把握 

ｃ 市サポートＶＣの運営協力 

ｄ 他地域からの道案内  

(ｼ) 廿日市市防災士会 

ａ 被災者のニーズ把握 

ｂ 資機材調達 

ｃ 市サポートＶＣの運営協力 

ｄ 復旧支援 

(ｽ)ＦＭはつかいち 

ａ 被災者のニーズ相談・受付窓口に関する情報提供 

ｂ ボランティア募集・受付窓口に関する情報提供 

ｃ ＳＮＳを利用した情報提供 

ｄ 防犯情報の発信 

ｅ やさしい日本語による情報提供 

ｆ その他各種情報発信 

(ｾ)廿日市市シルバー人材センター 

ａ 物資の運搬 

ｂ 他地域からの道案内 

ｃ 屋内外の整理・片づけ 

ｄ 子どもの支援・託児 

ｅ 要援護者への話し相手・介助 

ｆ 炊き出し支援 

(ｿ)生協ひろしま 

ａ 組合員募金の検討 

ｂ 物資・車両の提供 

ｃ 職員・組合員のボランティア調整・派遣 

(ﾀ) その他の関係機関・団体等 

ａ 市サポートＶＣの運営協力 

ｂ 被災者のニーズ把握 

ｃ 被災者への支援活動 

ｄ 避難場所での支援 
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(3) 生活復興期の取組み～市サポートＶＣの閉鎖から復興～ 

ア 市ボラネットの動き 

(ｱ) 市ボラネット推進会議の開催 

 

運営時 

開 催 日 市サポートＶＣの閉鎖に向けた検討時期または閉鎖後 

開 催 場 所 

ア あいプラザ 

イ 考慮すべき要件等がある場合は、市ボラネット推進会議構成機関・

団体と調整の上、事務局において他の開催場所を決定 

参 集 メ ン バ ー 
ア 市ボラネット推進会議の構成機関・団体 

イ 事務局が必要と判断した支援に関わる関係機関・団体 

協 議 内 容 
ア 市ボラネットの閉鎖後の動き 

イ 被災者の復興に向けた取組みについて 

(ｲ) 情報の集約と発信 

ａ 市ボラネット構成機関・団体の取組みの集約・検証 

ｂ その他の機関・団体等へ情報提供の協力願い 

ｃ 支援にかけつけた機関・団体への現状と今後の発信 

イ 被災地域に向けた構成機関・団体等の想定される取組み 

(ｱ) 廿日市市社協（市ボラネット事務局） 

ａ 市災害ＶＣの閉鎖 

ｂ 被災者支援ニーズ等の把握 

ｃ 仮設住宅における被災者支援の展開 

ｄ 在宅における被災者支援の展開 

ｅ ボランティア関連情報の収集・発信 

(ｲ) 市 

ａ ボランティア活動の関連情報の収集 

(ｳ) 市ボラネット推進会議構成機関・団体（上記(ｱ)、(ｲ)を除く） 

ａ 被災者の生活復興へ向けた取組み 

ｂ 地域住民の見守り・声かけ・集いの場づくり 

ｃ 関係機関・団体との被災者生活支援情報の共有 

ｅ 減災・防災講座等の企画実施 
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３ サポートＶＣを開設しない場合 

(1) 市ボラネットの動き 

ア 市ボラネット推進会議の開催（情報の共有） 

 

必要時 

開 催 日 事務局が必要と認めたとき 

開 催 場 所 

ア あいプラザ 

イ 考慮すべき要件等がある場合は、市ボラネット推進会議構成機関・

団体と調整の上、事務局において他の開催場所を決定 

参 集 メ ン バ ー 
ア 市ボラネット推進会議の構成機関・団体 

イ 事務局が必要と判断した支援に関わる関係機関・団体 

協 議 内 容 
ア 構成機関・団体が把握している被災状況の確認、共有 

イ 市ボラネットの運営や今後の方針、方向性等の確認 

 

イ 情報の集約と発信 

被災者状況を把握し、必要に応じて構成機関・団体に情報を発信 

  ウ 人材・資機材・資金の確保 

    被災状況に応じて不足するものにおいて、派遣及び調達協力願い 

(2) 被災地支援に向けた構成機関・団体等の想定される取組み 

ア 廿日市市社協（市ボラネット事務局） 

(ｱ) 情報把握のため現地調査 

(ｲ) 市行政と連携し、被災状況の確認（県ボラネットへ情報提供） 

イ 市 

被害状況を把握し、市災害対策本部の設置検討（市ボラネットへ情報提供） 

ウ 市ボラネット推進会議構成機関・団体等（上記ア、イを除く） 

(ｱ) 各種団体は、所属会員・住民の安否確認 

(ｲ) 当該地域の被災状況や会員・住民の安否の確認に関する情報把握 

(ｳ) 当該地域の避難行動要支援者の避難誘導や状況を確認し市ボラネット事務局に提供 
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１ 県ボラネットとは 

「県ボラネット」は県域の市町の被災地域に対して「ボランティア活動」による支援を行うため

に、広島県や広島県社協、日本赤十字社広島県支部をはじめとする県域の関係機関・団体が後方か

ら支援活動を迅速に整え、人材、財源を投入し、被災地域への支援活動を展開していくことを目的

としています。 

 

 

２ 県ボラネットの体制 

広島県社協は、市町の被災状況に応じて直ちに県サポートＶＣを設置し、必要に応じて各被災

地域の市町社協が中心で設置する市町サポートＶＣの後方支援の拠点として、さまざまな連絡調

整を行い、県域の状況把握と情報発信を総括的に行う、総合窓口の役割を担います。 

広島県社協は、県ボラネットの事務局を兼ねます。 

 

３ 市ボラネットと県ボラネットとの連携(平常時～災害時) 

(1) 県ボラネット推進会議の開催 

県域における災害時の協働による連絡調整の場として、県域の関係機関・団体と県ボラネット

構成機関・団体が、各所属による災害に向けた取組みの情報交換やこれら最新の情報に基づき、災

害時にネットワークを組んで被災者支援にあたる新たな広域の仕組みの構築を行います。 

また災害発生時には、県ボラネットとしての被災地域支援に向けた、合議をする場として推進

会議を開催し、被災地域からの情報収集から広域の支援体制を整えます。 

 

(2) 被災地支援に向けた県ボラネットの想定される動き 

ア 緊急支援期の取組み ～発災から７２時間以内～ 

(ｱ) 市町被災地域へ先発隊による被災地域状況確認 

(ｲ) 県サポートＶＣの設置（広島県社協） 

(ｳ) 市町サポートＶＣ設置に向けた現地支援（コーディネート） 

(ｴ) 「県ボラネット情報」並びに構成メンバーメーリングリスト「県ボラネット掲示板」発

信 

イ 市サポートＶＣ運営期の取組み ～センターの設置から閉鎖～ 

(ｱ) 市町サポートＶＣ運営支援と閉鎖に向けた支援 

(ｲ) 県内・ブロック・全国の社協及び関係機関・団体へ応援要請 

３ 県ボラネットとの連携 

県ボラネットは、災害時の「共助」（被災者生活サポートボランティア活動）をすすめるた

めに協働する県域のネットワークです。 
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(ｳ) 市町サポートＶＣへの県内・ブロック・全国の社協及び関係機関・団体へ応援要請 

(ｴ) 被災状況を収集し全国へ発信（ボランティア募集） 

(ｵ) ボランティア活動希望者への問い合わせ対応 

(ｶ) 被災者支援に関わる資機材の確保支援 

(ｷ) 被災者支援に関わる資金確保の支援 

ウ 生活復興期の取組み ～センターの閉鎖から復興へ～ 

(ｱ) 事務局として県ボラネット推進会議の開催 

(ｲ) 市サポートＶＣ閉鎖及び閉鎖後の支援 

(ｳ) 県ボラネットにボランティア関連情報の収集・発信 

(ｴ) 被災地域情報を全国に発信 

(ｵ) サポートＶＣの閉鎖 

 

(３) 県ボラネットによる災害時の支援 
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(４) 県ボラネットによる日常の取組み 
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